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固
定
資
産（
土
地
）の
地
目
に
つ

い
て
は
、
登
記
の
地
目
に
か
か
わ

り
な
く
、
そ
の
年
の
１
月
１
日
の

現
況
に
よ
り
認
定
し
、
そ
の
評
価

に
つ
い
て
は
、
総
務
省
が
定
め
る

固
定
資
産
評
価
基
準
に
基
づ
く
茂

原
市
固
定
資
産（
土
地
）評
価
事
務

取
扱
要
領
に
よ
っ
て
行
い
ま
す
。

◆
調
査
対
象

　

主
に
土
地
の
分
筆
、
合
筆
、
地

目
変
更
お
よ
び
現
況
の
利
用
状
況

の
変
更
（
家
屋
の
新
築
・
滅
失
等
）

が
あ
っ
た
土
地
。

※
な
お
、
調
査
職
員
は
「
固
定
資

産
評
価
補
助
員
証
」
を
携
帯
し

て
い
ま
す
。

◆
地
目
認
定
の
例

　

登
記
の
地
目
と
現
況
の
地
目
が

一
致
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
現

況
の
地
目
に
よ
っ
て
認
定
を
行
い

ま
す
。
例
え
ば
、
登
記
地
目
が
農

地
、
山
林
ま
た
は
雑
種
地
等
で
、

住
宅
が
建
っ
て
い
る
場
合
は
宅
地

と
し
て
認
定
し
ま
す
。
ま
た
、
認

定
の
単
位
は
原
則
と
し
て
一
筆
ご

と
と
し
、
そ
の
土
地
全
体
の
状
況

を
観
察
し
て
認
定
し
ま
す
。

　

平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に
家

屋
を
新
築
さ
れ
た
方
で
、
次
の
要

件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
場
合

に
、
一
定
の
期
間
に
つ
い
て
固
定

資
産
税
を
軽
減
し
ま
す
。

◆
対
象
要
件

①
専
用
住
宅
も
し
く
は
居
住
部
分

の
割
合
が
２
分
の
１
以
上
の
併

用
住
宅
で
あ
る
こ
と
。

②
居
住
部
分
の
床
面
積
が
、
一
戸

に
つ
き
50
㎡
以
上
２
８
０
㎡
以

下
で
あ
る
こ
と
（
共
同
住
宅
の

場
合
は
、
１
区
画
に
つ
き
40
㎡

以
上
２
８
０
㎡
以
下
）。

③
玄
関
、
台
所
、
ト
イ
レ
、
居
室

　

在
宅
の
障
害
者（
児
）の
方
に
対

し
て
、
左
記
の
各
種
手
当
が
あ
り

ま
す
。

　

な
お
申
請
に
つ
い
て
は
各
種
手

当
用
の
診
断
書
等
が
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

障
害
福
祉
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
６
６
６
、5
⒇
１
６
１
０
へ
。

等
が
あ
り
、
居
宅
の
要
件
を
備

え
て
い
る
こ
と
。

◆
軽
減
率

　

新
築
家
屋
に
か
か
る
固
定
資
産

税
額
を
２
分
の
１
に
減
額

※
た
だ
し
、
軽
減
の
対
象
は
居
住

部
分
に
つ
い
て
一
戸
あ
た
り
床

面
積
１
２
０
㎡
ま
で
と
な
り
ま

す
。

◆
軽
減
の
期
間

・
一
般
の
住
宅
＝
新
築
後
３
年
度
分

・
３
階
建
以
上
の
中
高
層
耐
火
住

宅
等
＝
新
築
後
５
年
度
分

※
長
期
優
良
住
宅
の
認
定
を
受
け

て
新
築
さ
れ
た
方
は
、
右
記
の

軽
減
期
間
が
さ
ら
に
２
年
度
延

長
さ
れ
ま
す
。
軽
減
を
受
け
る

場
合
は
、
固
定
資
産
税
減
額
申

告
書
お
よ
び
長
期
優
良
住
宅
認

定
通
知
書
の
写
し
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

◆
そ
の
他

　

一
定
の
要
件
を
備
え
た
改
修
工

事
（
住
宅
耐
震
改
修
に
伴
う
工
事
、

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
、
住
宅

の
省
エ
ネ
改
修
工
事
）
を
行
っ
た

場
合
に
も
固
定
資
産
税
の
軽
減
を

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

資
産
税
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
９
、5
⒇
１
６
０
９
へ
。

手当の
名　称 障害の程度 所得

制限
年齢
要件 その他要件 手当月額

特 別 児 童
扶 養 手 当

・身体障害者手帳1～ 3級程度、また
は療育手帳Ⓐ～ B１程度。
・日常生活で常に介助、介護を必要と
する精神障害の方。

有 20歳
未満

施設入所者
は不可

1級
51,100円
2級
34,030円

障 害 児
福 祉 手 当

・身体障害者手帳1～ 2級、または療
育手帳Ⓐ程度。
・日常生活において常時特別の介護を
必要とする方。

有 20歳
未満

施設入所者
は不可 14,480円

特別障害者
手 当

・重度（1～ 2級）障害が重複してい
る方。
・療育手帳Ⓐの1、又は同程度の重度
精神障害の方。
・日常生活において常時特別の介護を
必要とする方。

有 20歳
以上

施設入所者
は不可
3ヶ月以上の
入院中不可

26,620円

◆更新のご案内
　すでに特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の資格を有す
る方に、７月31日㊎に所得状況届を送付しましたので届出をお願いします。
　受付期間は、８月11日㊋～９月10日㊍です。なお、受付期間内に届出がな
いと、８月以降の手当が受給できなくなる可能性がありますのでご注意くだ
さい。

固
定
資
産（
土
地
）の

現
況
を
調
査
し
ま
す

固
定
資
産
税（
新
築
家
屋
）を

軽
減
し
ま
す

障
害
者（
児
）の
方
の

各
種
手
当
が
あ
り
ま
す


